
                    

令和８年度 淡路障害者自立支援協議会 基礎研修会 

 

１．目的 

淡路３市の共同設置である淡路障害者自立支援協議会では、平成１９年６月の設置以来、

“淡路に生まれて良かった”と誰もが思えるような街づくりを共に考えていけるよう、多  

くの支援者等の参画のもとに活動を続けてきている。今後も多くの方に協議会について 

理解を深めていただくために下記のとおり研修会を開催する。 

 

２．日時 

令和８年５月２９日（金）１０：００～１２：００ 

         

３．場所 

  淡路市役所 ２号館３階 大会議室６～８ 

 

４．参加対象 

協議会委員・運営委員・部会連絡会構成員、事業所職員等 

※各所属において障害福祉分野の担当となってから３年以内の方又は当協議会に関わり 

３年以内の方に限る。 

        

５．プログラム 

時 間 進    行 

 ９：３０ 

 

１０：００ 

 

１０：０５ 

 

 

１０：２５ 

 

 １０：５５ 

 

１１：０５ 

 

 

１１：４５ 

 

１２：００ 

受付開始 

 

開会挨拶 

 

【研修①】「淡路障害者自立支援協議会について」 

      淡路障害者自立支援協議会 事務局 

 

【研修②】「障害福祉サービス及び淡路圏域の相談支援体制について」 

      淡路市健康福祉部地域福祉課 

 休憩 

 

【研修③】「対人援助の基本姿勢について」 

      淡路圏域コーディネーター  

  

質疑応答・アンケート記入 

 

終了 

 

 

 



令和８年４月１７日 

 

淡路障害者自立支援協議会 運営委員 各位 

 

淡路障害者自立支援協議会 

 

 

令和８年度 淡路障害者自立支援協議会 基礎研修会の開催について 

 

 

平素は、当協議会の運営に対しまして格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、当協議会では、一人でも多くの方に協議会についての理解を深めていただくとともに、活

動への参加を促進するために、新たに障害福祉の担当となられた方々を対象として、下記のとお

り基礎研修会を開催することとなりました。 

 つきましては、ご多用のところ恐縮ですが、運営委員の皆様をはじめ、各部会所属の関係者の皆

様へ周知いただき、研修会への参加をお勧めしていただきますようお願いいたします。 

 なお、お手数ですが、運営委員、各部会所属の関係者の皆様で、参加される場合は別紙様式にて

５月１６日（土）までにご連絡をいただきますようお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

１. 日  時  令和８年５月２９日（金）１０：００～１２：００ 

 

２. 開催場所  淡路市役所 ２号館３階 大会議室６～８ 

 

３. 研修内容  ①「淡路障害者自立支援協議会について」 

                淡路障害者自立支援協議会 事務局 

         ②「障害福祉サービス及び淡路圏域の相談支援体制について」 

                淡路市健康福祉部地域福祉課 

③「対人援助の基本姿勢について」 

                淡路圏域コーディネーター  

 

※ 今回の研修は、原則、各所属において障害福祉分野の担当となってから３年以内の方又は当協議

会に関わり３年以内の方を対象としています。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ・連絡先】 

〒656-0015 洲本市上加茂７ 

淡路障害者自立支援協議会 事務局 

淡路障害者生活支援センター 

藤村：TEL 0799-26-0525 FAX 0799-26-0526 

岡田：TEL 0799-22-1534  

  電子メール kyoten@sumoto.gr.jp 

 



【別紙様式】 

運営委員・部会・事業所用 

淡路障害者自立支援協議会 事務局 行 

（ＦＡＸ：０７９９－２６－０５２６） 

 

 

令和８年度 

淡路障害者自立支援協議会 基礎研修会 

参加申込書 

 

 

日  時 ： 令和８年５月２９日（金）１０：００～１２：００ 

 

開催場所 ： 淡路市役所 ２号館３階 大会議室６～８ 

 

対  象 ： 運営委員会委員・部会関係者・事業所職員等 

 

所 属  

職 名 等  

氏 名  

経 験 年 数         年       カ月 

連 絡 先 電 話 番 号  

メ ー ル ア ド レ ス  

 

※協議会委員には事務局より別途、案内いたします。 

※参加対象となる方は、原則各所属において障害福祉分野の担当となってから 

 ３年以内の方、または、当協議会に関わり３年以内の方となります。 

 

※参加申込書は、５月１６日（土）までにご提出ください。 


